
・ 施設が目的にあった基準を満たしていること ・ 施設が公費の支給対象施設・事業であること

・ 児童福祉法、学校教育法、認定こども園法　等 ・ 子ども・子育て支援法

確認とは

根拠法令 根拠法令

・ 認可定員の範囲内で設定し、施設型給付費等の単価水
準を決める定員。直近の実利用人数や今後の見込みな
どを踏まえて設定する。

認可に係る
利用定員

・ 教育・保育施設の認可を受けるに当たり、その施設の設
備及び運営の基準を満たす定員。認可定員とも呼ばれ
る。

確認に係る
利用定員

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 に 係 る 確 認 に つ い て ①

▼
▼

「認可」を受けた施設等が施設型給付費等の給付（財政支援）の対象となるためには、給付の実施主体である市町村の「確認」が必要となる。
「確認」は施設等の申請により、市町村事業計画に照らし、認定区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。

教育・保育施設の【認可】 特定教育・保育施設等としての【確認】

　　・認定こども園（幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型） 　　・特定教育・保育施設

　　・幼稚園

　　・小規模保育事業（Ａ型・Ｂ型・Ｃ型） 　　・特定地域型保育事業者

　　・居宅訪問型保育事業

認可とは

　　・保育所

　　・家庭的保育事業

　　・事業所内保育事業
　認可を受けた地域型保育を行う事業者のうち、地域型保育給
付費の支給に係る施設として市町村長が確認したもの

　認可を受けた教育・保育施設のうち、施設型給付費の支給に
係る施設として市町村長が確認したもの

☞

☞

資料 1
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★特定教育・保育施設としての確認を受ける場合のフロー ★特定地域型保育事業者としての確認を受ける場合のフロー

施設の設置者 事業者

市町村長
子ども・

子育て会議
市町村長

子ども・
子育て会議

都道府県知事 都道府県知事

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 に 係 る 確 認 に つ い て ②

　▼　子ども・子育て支援法第３１条第２項若しくは第４３条第２項の規定により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る利用
        定員を定めようとするときは、あらかじめ子ども・子育て会議で意見聴取しなければならないこととされている。

公示義務 公示義務

②利用定員につい

ての意見聴取

②利用定員につい

ての意見聴取

①確認の申請 ③確認の通知

④確認したことの届出 ④確認したことの届出

①確認の申請 ③確認の通知
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区域 No 　法人名 　施設名 設定日
認可に係る
利用定員

（計）

確認に係る
利用定員

（計）

1 大日保育園第一

2 大日保育園第二

特定教育・保育施設の確認に係る利用定員について

確認に係る利用定員を新たに設定する施設（令和８年４月１日）

　施設種類

特定非営利活動法人　和音
 小規模

保育事業
 （Ａ型）

特定地域型
保育事業者

東部 令和8年4月1日 19人 19人
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【Ｎｏ．１】

施設名

区域 東部 施設種類 私立
事業者名 設定日

合計 ０歳児 １歳児 ２歳児

19 6 6 7

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

6 7 - - - - - -

【Ｎｏ．２】

施設名

区域 東部 施設種類 私立
事業者名 設定日

合計 ０歳児 １歳児 ２歳児

19 6 6 7

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

6 7 - - - - - -

合計
３号認定 ２号認定 1号認定

確認に係る利用定員

19 6
13 - -

大日保育園第二

特定地域型保育事業者  小規模 保育事業  （Ａ型）
特定非営利活動法人　和音 令和8年4月1日

認可に係る利用定員
３歳児 ４歳児 ５歳児

- - -

確認に係る利用定員
合計

３号認定 ２号認定 1号認定

19 6
13 - -

確認に係る利用定員を新たに設定する施設（令和８年４月１日）

大日保育園第一

特定地域型保育事業者  小規模 保育事業  （Ａ型）
特定非営利活動法人　和音 令和8年4月1日

認可に係る利用定員
３歳児 ４歳児 ５歳児

- - -
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